
事件発生時の初期対応と分類

校内安全センター
（校安中心）
による初動

事実確認事項： 誰が、いつ、どこで、何を、
なぜ、どのようにしたか。

緊急事態の評価

 1. 救急通報： 119番（救急・消防）への通報
 2. 学内報告： 校内安全センター長、国際室 
    (OGE)室長、国際交流課長、および交換留
     学生指導教員(メンター)への報告。
 3. 姉妹校への連絡： 24時間以内に日本の姉 
     妹校(派遣元大学)へ状況を通知。
 4. 継続監視： 指導教員は状況を継続的に把
     握し、国際室へ随時報告を行う。

No

法定通報事案： 
24時間以内に対応

一般校内安全事案：
72時間以内に対応

 1. 現場確認： 校内安全担当者および指導教員
     が現場へ急行し、状況把握と支援を行う。
 2. 行政報告：教育部（文部科学省に相当）の校
      内安全通報センターに対し、規定の期限内に報
      告を完了する。
 3. 国際室への連絡：指導教員は国際室に連絡し、
     事案処理の支援を行う。
 4. 国際室の判断： 国際室は状況に応じ、改め
     て姉妹校への通知の要否を決定する。

Yes

 1. 最終報告： 事案解決後、国際室および指導
     教員は校内安全センターに報告を行う。
 2. 記録保持： 校内安全センターは詳細を業務
     日誌に記録する。
 3. 継続監視：指導教員は状況を継続的に把握し、 
      国際室へ随時報告を行う。

結案

危機管理チーム
(意思決定グループ)の招集

No

 1. 意思決定：意思決定グループを校
     内安全センターと国際室が共同で
     設置・招集する。
 2. 危機管理実行：任務分担および危
     機管理を実行する。

Yes 事態収拾

No

交換留学生の緊急事態および校内安全(校安)事件対応
フローチャート

一般事案
(緊急性の低いもの)

自傷行為および精神疾
患に関する緊急事案

緊急性の高い負傷・疾病
(2時間以内に対応が必要なもの)

性別平等（ジェン
ダー平等）事案

勤務時間内： 
性別平等教育委員会へ通報

 勤務時間外： 
 学務処校内安全センター

(校安中心)へ通報

Yes




